
令和元年度ポイ捨てごみについてのアンケート結果 

 

■回答者数：841人 

■調査期間：令和元年 4月 1 日～令和２年 3月 31 日 

■調査概要： 

・県民のポイ捨てごみに対する意識を調査し、散在性ごみ対策事業の充実をはかるため平成 14年度

から実施。 

・調査員は各環境美化監視員が担当。各管内 100 名以上から聞き取り調査を行う。 

・調査結果については、循環社会推進課 HPに掲載する。 

 

【属性】 

◆居住地 

項目 人数（人） 割合（％） 

県内在住 606 72 

県外在住 235 28 

 

 

 

 

◆年齢 

項  目 人数（人） 割合（％） 

20 歳未満 132 16 

20 歳代 102 12 

30 歳代 207 25 

40 歳代 183 22 

50 歳代 99 12 

60 歳以上 118 14 

 

 

問 あなたの生活範囲でポイ捨てごみは以前と比べ 

てどうですか。 

項  目 人数（人） 割合（％） 

少なくなった 398 48 

変わらない 381 45 

多くなった 62 8 

 



問 あなたがポイ捨て行為を見かけた時、どのように思いますか？ 

項  目 人数（人） 割合（％） 

悪いことであり、見かけたら注意をする。 98 11.4 

注意まではしないが、悪いことだと思う。 736 88 

みんなもやっているし、特に悪いことだとは思わない。 1 0.1 

何とも思わない。 3 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 気になるポイ捨てごみの種類と、その捨てられている場所は。（複数チェック可） 

・ごみの種類 

項  目 人数（人） 

飲料容器（缶、瓶、ペットボトル、紙パック等） 662 

食物容器（弁当等容器、包装紙・袋、パック等） 338 

たばこの吸い殻 523 

紙くず 97 

レジ袋 197 

レジャーごみ（花火、釣具等） 79 

その他 6 

 



・場所 

項  目 人数（人） 

道路・歩道 644 

駐車場・公園・広場 376 

湖岸・河川敷 318 

商店周辺 43 

観光地周辺 66 

その他 20 

 

 

問 捨てられているごみは、どこで購入したものだと思いますか。 

項  目 人数（人） 

自動販売機 352 

コンビニ 748 

スーパーマーケット 198 

ファーストフード店 121  

その他 10 

   



問 滋賀県の条例(「滋賀県ごみの散乱防止に関する条例」(クリーン条例))により、ポイ捨ての回収

命令違反者に対し、２万円以下の罰金が科せられることを知っていますか。 

項  目 人数（人） 割合（％） 

知っている 96 11 

知らなかった 690 82 

条例は知っているが罰則があることは知らなかった 56 7 

   

 

問 最近、ポイ捨て防止に関する活動（清掃活動、街頭啓発、淡海エコフォスター制度等）を見

たり聞いたりしたことはありますか？また、その活動に参加したことがありますか？ 

項  目 人数（人） 割合（％） 

見たり、聞いたりしたことがある 260 31 

見たり、聞いたりしたことがない 392 47 

参加したことがある 187 22 

   



■過年度比較 

・ポイ捨てごみの量について 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

少なくなった 184（28％） 195（28％） 314（37％） 464（39％） 285（44％） 398（46％） 

変わらない 378（59％） 400（58％） 409（49％） 579（48％） 304（46％） 399（46％） 

多くなった 84（13％） 98（14％） 120（14％） 158（13％） 66（10％） 64（7％） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 

357（39％） 310（36％） 389（42％） 361（44％） 399（48％） 324（42％） 

450（50％） 455（52％） 450（48％） 386（47％） 382（46％） 384（49％） 

101（11％） 105（12％） 89（10％） 80（10％） 52（6％） 71（9％） 

H30 R01 

390（48％） 398（47％） 

383（47％） 381（45％） 

48（6％） 62（7％） 

 

 

 

 

 

 

 

 



・クリーン条例について 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

知っている 195（22％） 139（17％） 164（19％） 151（17％） 118（14％） 139（15％） 

知らなかった 621（72％） 622（76％） 637（73％） 688（76％） 682（78％） 720（77％） 

条例は知っているが

罰則は知らなかった 51（6％） 58（7％） 74（8％） 70（8％） 70（8％） 73（8％） 

H27 H28 H29 H30 R01 

104（13％） 91（11％） 110（14％） 121（15％） 96（11％） 

666（80％） 691（83％） 615（79％） 653（80％） 690（82％） 

58（7％） 54（6％） 55（7％） 47（6％） 56（7％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・ポイ捨て防止に関する活動について 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

参加したことがある 156（26％） 198（24％） 214（25％） 224（25％） 186（22％） 271（29％） 

見たり聞いたりした

ことがある 
246（41％） 350（42％） 373（43％） 360（40％） 305（37％） 368（39％） 

知らなかった 193（32％） 276（34％） 286（33％） 325（36％） 338（41％） 293（31％） 

H27 H28 H29 H30 R01 

195（23％） 178（21％） 135（17％） 187（23％） 187（23％） 

291（35％） 329（39％） 311（40％） 265（32％） 369（31％） 

344（41％） 328（39％） 334（43％） 369（45％） 265（47％） 

 


